
船舶事故調査報告書 

令和５年２月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 令和４年７月２５日 ０９時１７分ごろ 

発生場所 山口県下関市角
つの

島東方沖（海士ケ瀬
あ ま が せ

北灯浮標） 

長門
な が と

伊瀬
い せ

灯台から真方位２１９°１,３７０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２１.１′ 東経１３０°５２.９′） 

事故の概要 漁船俊
しゅん

漁
りょう

丸は、航行中、灯浮標に衝突した。 

事故調査の経過 令和４年８月１６日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 俊漁丸、１１トン 

ＹＧ２－７６６１（漁船登録番号）、個人所有 

第２９１－４２６３５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船首部の錨台に破損 

灯浮標 浮体胴板に擦過傷、踊場主柱に曲損、太陽電池パネル用ケー

ブルに断線等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時、潮流 北東流約２.０ノット

（kn） 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、操業の目的で、船長が単独で手

動操舵により操船に当たり、海士ケ瀬戸を経由して角島北東方沖の漁

場（以下「本件漁場」という。）に向けて同島南方沖を東進した。 

本船は、北方から南方に掘り下げられた海士ケ瀬戸（以下「本件瀬

戸」という。）の南口に達し、船長が、左舷前方に同瀬戸の東側に設

置された、いずれも左舷標識の海士ケ瀬南灯浮標とその北方に海士ケ

瀬北灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）を認め、両灯浮標に沿っ

て航行するよう左転して北進した。 

本船は、海士ケ瀬南灯浮標の西方約６ｍを通過した後、船長が本件

灯浮標の西方約５ｍに船首を向け、北進を続けた。 

船長は、本件漁場に他の船舶がいないか気になり、操舵室左舷側に

設置されたレーダーの画面で本件漁場付近の映像を見ていたところ、

突然衝撃を受け、右舷側至近に本件灯浮標を認めて本船が本件灯浮標

に衝突したことに気付いた。 

船長は、所属の漁業協同組合を経由して海上保安庁に本事故の発生

を通報した。 

船長は、本件瀬戸を航行する際、ふだんから目視で周囲の状況を確



かめながら航行しており、目視では角島東方沖（本件瀬戸の西側）の

浅所の詳細な拡延状況が分からなかったので、ふだんから本件灯浮標

側にやや近づいて航行していた。 

船長は、船体が南西風と北東流に圧流され、本件灯浮標に向かう針

路になったと本事故後に思った。 

船長は、本事故当時、北東流であることは知っていたので、圧流を

考慮し、本件灯浮標から目を離さず、同灯浮標から十分に離す針路と

すれば良かったと本事故後に思った。 

分析 

 

本船は、南西風及び約２.０kn の潮流（北東流）を受ける状況下、

本件瀬戸を本件灯浮標に接近して北進中、船長が、本件漁場に他の船

舶がいないか気になり、本件灯浮標から目を離して操舵室左舷側に設

置されたレーダーの画面で本件漁場付近の映像を見ながら航行を続け

たことから、左舷方からの風潮流の影響で船体が右方に圧流されて本

件灯浮標に向かっていることに気付かず、本件灯浮標に衝突したもの

と考えられる。 

原因 本事故は、本船が、南西風及び約２.０kn の潮流（北東流）を受け

る状況下、本件瀬戸を本件灯浮標に接近して北進中、船長が、本件漁

場に他の船舶がいないか気になり、本件灯浮標から目を離して操舵室

左舷側に設置されたレーダーの画面で本件漁場付近の映像を見ながら

航行を続けたため、左舷方からの風潮流の影響で船体が右方に圧流さ

れて本件灯浮標に向かっていることに気付かず、本件灯浮標に衝突し

たものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、狭い水域を航行する際、風潮流の影響による圧流を考慮

し、レーダー画面のみを見ることなく、常時、周囲の適切な見張

りを行い、航路標識等と安全な距離を隔てて航行すること。 

 


